
 

 

法定福利費の確保を含めた社会保険等未加入対策 

に係る更なる取組の強化について 

 

  第５回社会保険未加入対策推進協議会の開催に当たり、過去４回の

本協議会における申し合わせを踏まえつつ、法定福利費の確保を含め

た社会保険等未加入対策に係る更なる取組の強化に向けて、以下のと

おり申し合わせます。 
 

・ 私たち行政、元請企業、下請企業、建設労働者等の関係者は、社

会保険未加入問題は建設産業の健全な発展のために避けては通れな

い重要な課題となっている現状に鑑み、平成２４年５月に関係者が

一同に会した本協議会を設立し、それぞれの立場で社会保険加入に

向けた様々な取組を進めてきました。 

・ その結果、企業別、労働者別でそれぞれ社会保険加入割合が上昇

するとともに、法定福利費を内訳明示した見積書の活用も浸透しつ

つあるなど、一定の成果は現れています。しかし、都市部や２次下

請以下の企業については未だ低い加入率に留まっており、目標年次

まで１年余りに迫っている中、社会保険未加入対策への取組は「道

半ば」であるという認識を、私たちは共有します。 

・ その上で私たち関係者は、あらためて、一体となって、社会保険

未加入は許さないとの固い決意をもって社会保険加入を徹底するこ

とを申し合わせ、技能労働者の確保と事業者間の公平で健全な競争

環境の構築を目指します。 

 

 

平成２７年１２月１８日 

社会保険未加入対策推進協議会 
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